
 

島本町生涯学習推進計画の位置づけ 

 

第３次島本町総合計画 
平成１５年３月策定 

・行政全体の総合的な方針を決める計画 
  （地方自治法第２条第４項の基本構想） 

将来像 ｢自然と調和した個性と活力のある人間尊重のまち｣ 

合言葉 ｢いきいき・ふれあい・やさしい島本｣ 

                                  ↑↓ 

島本町生涯学習推進基本構想・基本計画 
平成１５年８月策定 

・生涯学習の推進に関する基本構想・基本計画 

 

 
 

構想理念 生涯学習による｢心のふれあい｣｢住みよいまち｣ 

基本理念 ｢いつでも｣｢どこでも｣｢だれでも｣ 

          ↑                           ↑↓ 
平成１４年４月 

 

・生涯学習推進本部設置 

 

 

 

 

平成１６年８月 

島本町生涯学習を推進するために 

中間報告 

                    ↑↓ 

 （平成１７年度策定） 
（仮）島本町生涯学習推進計画 
・ 生涯学習全般に関する計画 

  文化学習の振興・スポーツの振興 

構想理念｢生涯学習の誇れるまち｣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 


